
令和7年度
⻑崎市下⽔道施設等への

ウォーターPPP導入可能性調査業務

⺠間市場調査（マーケットサウンディング）

参考資料

令和7年10月

⻑崎市上下⽔道局



2

1. ⺠間市場調査（マーケットサウンディング）の目的
2. ⻑崎市の下⽔道事業概要について
3. ウォーターPPPについて
4. 下⽔道の維持管理・ストックマネジメントとウォーターPPP導入に向けた取組み
5. 上下⽔道事業マスタープラン2025（令和7年3月策定）
6. 現時点のウォーターPPP導入の考え方（想定）
7. 今後のウォーターPPPスケジュールについて（想定）
8. 参考（ホームページ等）
9. 参考（用語集）

目次



１．⺠間市場調査（マーケットサウンディング）
の目的
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1-1. ⺠間市場調査(マーケットサウンディング)の目的

「ＰＰＰ／ＰＦＩ推進アクションプラン」（令和５年改定版）（令和５年６月２⽇⺠間
資⾦等活用事業推進会議決定）により、新たな官⺠連携方式として「ウォーターＰＰＰ」（公
共施設等運営事業及び同方式に準ずる効果が期待できる官⺠連携方式の総称）が位置付
けられました。
⻑崎市は、国⼟交通省が実施する「令和6年度 下⽔道分野におけるウォーターPPP等の案

件形成に向けた方策検討業務（その２）(以下、「R6事前検討業務」)」において、モデル都
市のひとつに選定され、持続可能な下⽔道事業・経営を目指すため、下⽔道ウォーターPPP導
入に向けた事前検討で、⺠間企業39社への意向調査（プレマーケットサウンディング）を⾏い
ました。
令和7年度は⽇本下⽔道事業団と技術的援助協定を締結し、下⽔道施設等へのウォー

ターPPP導入可能性調査を実施しています。
つきましては、ウォーターPPPのうち、管理・更新⼀体マネジメント方式（レベル３．５）の導

入検討を進める上で、⺠間事業者の関⼼の把握、懸念点の把握、事業スキームの検討へ反
映することを目的に、R6事前検討業務の結果を踏まえ、⺠間市場調査（マーケットサウン
ディング）として、アンケート調査及びヒアリングを実施します。

この参考資料は現時点の想定であり、マーケットサウンディングの結果等により変更となること
があります。ご了承ください。



長崎市

出典：令和7年度第1回 水分野のPPP/PFI（官民連携）推進会議（R7.6.27）資料１ P16
https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/watersupply/stf_seisakunitsuite_bunya_topics_bukyoku_kenkou_suido_shingi_kanmin.html

1-2. R6国⼟交通省モデル都市の事前検討
令和6年度、国⼟交通省のモデル都市に選定され、国の⽀援における事前検討として、導入す

る事業の可能性を広げるため、対象エリア、対象範囲、業務範囲など細かく絞らず、対象範囲を
⼤きく設定した上で、地元企業を含めた⺠間企業へプレマーケットサウンディングを⾏った。
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1-3. ウォーターPPP導入可能性調査
令和7年度、⽇本下⽔道事業団と協定を締結し、ウォーターPPPの導入可能性調査を実施

しています。下から２番目の⺠間市場調査（マーケットサウンディング）を実施します。

6
出典：長崎市令和7年2月市議会 建設水道委員会 第27号議案 令和7年度長崎市下水道事業会計予算 P64～65
https://www.city.nagasaki.lg.jp/uploaded/attachment/39937.pdf



1-4. ⺠間市場調査（マーケットサウンディング）

7
出典：下水道分野におけるウォーターPPPガイドライン第2.0版【実施編】(パワーポイント版) P30
https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/content/001883970.pdf

⺠間市場調査（マーケットサウンディング）の目的・方法等は、次のとおりです。



２．⻑崎市の下⽔道事業概要について
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2-1. ⻑崎市下⽔道事業の概要
⻑崎市の下⽔道事業は、昭和36年に中部処理区を供用開始し、64年が経過し、現在10ヵ所の

下⽔処理場で汚⽔を処理しています。
⻑崎市の集落排⽔事業は、平成3年に漁集の樺島処理区を供用開始し、34年が経過し、現在

8ヵ所の汚⽔処理施設で汚⽔を処理しています。
集落排⽔施設は、隣接する下⽔道へ統合できるところは今後段階的に統合する予定です。

出典：長崎市上下水道事業マスタープラン2025 P15（17/189）
https://www.city.nagasaki.lg.jp/uploaded/life/51954_458411_misc.pdf
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2-2. ⻑崎市下⽔道事業の概要
分流式で、10箇所の下⽔処理場、16ヵ所の汚⽔ポンプ場、2ヵ所の雨⽔ポンプ場、175ヵ所の

マンホールポンプ、管渠延⻑は約1,852㎞の下⽔道施設を有しています。（公共下⽔道のみ）

388,261人行政人口
昭和36年
63年経過供用開始

分流式処理方式
94.6％普及率
97.3％水洗化率

10処理場処理場
18箇所ポンプ場

175箇所ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ
1,852km管渠延⻑

5,532ha整備面積

（令和6年度末）

出典：令和5年度 長崎市上下水道事業概要 P117（122/210）を編集
https://www.city.nagasaki.lg.jp/uploaded/attachment/4965.pdf



2-3. ⻑崎市上下⽔道局の職員数の推移
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⾏財政改⾰プランに基づく⺠間委託の拡⼤による業務の効率化により、採用を抑制することで
組織のスリム化や職員数の削減を進めてきましたが、年齢構成の歪み、技術の継承、⽼朽化施
設の更新、頻発する⾃然災害等の多様化するリスクへの対応等、様々な課題を抱えています。

出典：長崎市上下水道事業マスタープラン2025 P69（71/149）
https://www.city.nagasaki.lg.jp/uploaded/life/51954_458411_misc.pdf



2-4. 各処理区及び施設⼀覧
⻑崎市の下⽔道施設は以下の通りです。
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東部
下水処理場

大平
浄化

センター

琴海
南部浄化
センター

神浦
浄化

センター
三重

下水処理場
高島
浄化

センター

脇岬
浄化

センター

伊王島
浄化

センター
南部

下水処理場
⻄部

下水処理場処理場名

東部大平琴海南部神浦三重、⿊
崎光⻄浜脇岬伊王島南部、香

焼、三和
⻄部、中

部処理区

田中町
279番地

46 

琴海大平
町1250

番地

琴海村松
町 760番

地3

神浦向町
293番地

2 

京泊２丁
目8番50

号

高島町
2707番
地34 

脇岬町
3803-6

伊王島町
２丁目
1178番
地5

⼾町５丁
目 985番

地

神ノ島町
１丁目

367番地
11

所在地

平成元年平成22年平成17年平成14年昭和59年平成12年平成21年平成15年昭和59年平成4年供用開始
36年15年20年23年41年25年16年22年41年33年経過年数

37,0002,5009,3006,15037,4003,0003,1003,50043,20092,100
敷地面積

(㎡)

標準活性
汚泥法OD法⻑時間ｴｱ

ﾚｰｼｮﾝ法OD法標準活性
汚泥法OD法OD法OD法標準活性

汚泥法
標準活性
汚泥法処理方法

網場湾形上湾村松川神浦川⻄彼海域高島港外橘湾塩町
排水路⻑崎湾⻑崎湾放流先

18,7007002,40060011,00020090060031,40083,700
水処理能力
（m3/日）

10,3092121,7101916,2604519926525,47573,103
R6日平均
流入量(m3)

248.311.045.913.7146.41.912.29.9428.8934.6
汚水管渠
延⻑(km)

192215201954251MP(箇所)

出典：長崎市上下水道事業マスタープラン2025 P17-18より作成
https://www.city.nagasaki.lg.jp/uploaded/life/51954_458411_misc.pdf



2-5. 集落排⽔各処理区及び施設⼀覧
⻑崎市の集落排⽔施設は以下の通りです。
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高浜琴海中部小口大江・形上太田尾南風泊樺島野⺟整備
地区名

農集農集農集農集農集漁集漁集漁集農集・漁集
の区別

高浜本村、
⿊浜・以下
宿、野野串
（漁集）

琴海中部小口大江・形上、
大子太田尾南風泊樺島野⺟処理区

平成10年平成13年平成15年平成9年平成13年平成6年平成3年平成8年供用開始
27年24年22年28年24年31年34年29年経過年数

回分式回分活性汚
泥

沈殿分離+
接触曝気

流調、嫌気
＋爆気

嫌気＋接触
爆気接触爆気式回分式回分式処理方式

8071,509813151953524101,500
水処理能力
（m3/日）

28251742139651776505
R6日平均
流入量(m3)

27,90031,8323,39812,7486,2618,4005,12623,586
汚水管渠
延⻑(ｍ)

334371621910MP(箇所)

出典：長崎市上下水道事業マスタープラン2025 P19より作成
https://www.city.nagasaki.lg.jp/uploaded/life/51954_458411_misc.pdf



2-6. ⻑崎市下⽔道管渠の年度別布設延⻑
令和6年度末の管渠延⻑は約1,852㎞で、管渠の標準耐用年数の50年を経過した管が

約6.4％あり、今後⽼朽化施設が増⼤します。（公共下⽔道のみ）

14
出典：長崎市上下水道事業概要 令和5年度版 P121（126/210）を編集
https://www.city.nagasaki.lg.jp/uploaded/attachment/4965.pdf
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出典：長崎市上下水道事業マスタープラン2025 P67（69/189）
https://www.city.nagasaki.lg.jp/uploaded/life/51954_458411_misc.pdf

2-7. ⽔洗化⼈⼝と有収⽔量の予測

15

令和５年度の⽔洗化⼈⼝は361,645⼈、有収⽔量は約3,576万ｍ3となっており、将来の
⽔洗化⼈⼝は減少する⾒込みです。有収⽔量も、給⽔⼈⼝の減少に伴い減少が⾒込まれます。

ウォーターPPPの想定期間
R10〜R19年度



出典：長崎市上下水道事業マスタープラン2025 P68（70/189）
https://www.city.nagasaki.lg.jp/uploaded/life/51954_458411_misc.pdf

2-8. 下⽔道使⽤料の予測
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令和５年度における下⽔道利用料収入は、約73億9千万円です。有収⽔量の減少⾒込み
に伴い、下⽔道使用料収入も減少する⾒込みです。

ウォーターPPPの想定期間
R10〜R19年度



3．ウォーターPPPについて



3-1. なぜウォーターPPPが必要なのか︖

18出典：下水道分野におけるウォーターPPPガイドライン 第1.3版 第38回PPP/PFI検討会資料（R7.2.25）P116

⻑崎市も①職員数の減少（P11）、②施設⽼朽化の増⼤（P12〜14）、③使用料収入減少
（P15）の課題を踏まえ、解決策のひとつとして、下⽔道ウォーターPPPの導入を検討します。



3-2. ウォーターPPPとは︖
「ＰＰＰ／ＰＦＩ推進アクションプラン」（令和５年改定版）により、新たな官⺠連携方式として

「ウォーターPPP」が位置付けられました。ウォーターPPP導入が、令和9年度以降の汚⽔管改築の
交付⾦の要件化になっています。

19出典：下水道分野におけるウォーターPPPガイドライン 第1.3版 第38回PPP/PFI検討会資料（R7.2.25）P2



3-3. ウォーターPPPとは︖

20

レベル3.5導入検討の考え方は次のとおりです。

出典：下水道分野におけるウォーターPPPガイドライン 第1.3版 第38回PPP/PFI検討会資料（R7.2.25）P3



3-4. PPP/PFI推進アクションプラン (R5.6月改定)

21出典：PPP/PFI推進アクションプラン（令和5年改定版）内閣府HP P5
https://www8.cao.go.jp/pfi/actionplan/pdf/actionplan_r5_1.pdf

「ＰＰＰ／ＰＦＩ推進アクションプラン」（令和５年改定版）により、新たな官⺠連携方式として
「ウォーターPPP」が位置付けられました。

下水道ウォーターPPP



3-5. ウォーターPPPの概要
「ウォーターPPP」は、公共施設等運営事業（コンセッション、レベル4）及び管理・更新⼀体マネ

ジメント方式（レベル3.5）の総称であり、その概要は次のとおりです。

22出典：ウォーターPPPの概要（内閣府HP）P1
https://www8.cao.go.jp/pfi/actionplan/pdf/water_gaiyou.pdf



3-6. ウォーターPPPの4要件
新設された管理・更新⼀体マネジメント方式（レベル３．５）の４つの要件は次のとおりです。

23出典：ウォーターPPPの概要（内閣府HP）P2
https://www8.cao.go.jp/pfi/actionplan/pdf/water_gaiyou.pdf



3-7. 更新実施型と更新⽀援型のスキーム
新設された管理・更新⼀体マネジメント方式（レベル３．５）の４つの要件のひとつである

③「管理と更新⼀体マネジメント」の内容（更新実施型と更新⽀援型）は次のとおりです。

24出典：ウォーターPPPの概要（内閣府HP）P3
https://www8.cao.go.jp/pfi/actionplan/pdf/water_gaiyou.pdf



3-８. ウォーターPPPの導入効果
ウォーターPPPの導入効果は、定量・定性の両⾯で効果が期待されます。

25出典：下水道分野におけるウォーターPPPガイドライン第2.0版【実施編】(パワーポイント版) P93
https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/content/001883970.pdf



4．下⽔道の維持管理・ストックマネジメントと
ウォーターPPP導入に向けた取組み



4-1. 下⽔道維持管理の現状
 処理場の維持管理は、平成22年度からレベル2.5性能発注の期間を3年間とする包括的⺠間

委託を導入し、現在4期目です。10ヵ所ある処理場は、4期目から地区ごとに4つの包括的⺠間
委託（三重他、⻄部、東部、南部他）を契約し、効率化を図っています。

 管渠の維持管理は、包括的⺠間委託を導入しておらず、単年度の仕様発注で⾏っています。
 集落排⽔処理施設の維持管理は、包括的⺠間委託を導入しておらず、単年度の仕様発注で

⾏っています。

⻄部下水処理場
標準活性汚泥法処理方式

83,700ｍ3/日水処理能力

水処理能力処理方式南部下水処理場他
31,400ｍ3/日標準活性汚泥法南部下水処理場

600ｍ3/日OD法伊王島浄化センター
900ｍ3/日OD法脇岬浄化センター
200ｍ3/日OD法高島浄化センター

水処理能力処理方式三重下水処理場他
11,000ｍ3/日標準活性汚泥法三重下水処理場

600ｍ3/日OD法神浦浄化センター
2,400ｍ3/日⻑時間エアレーション法琴海南部浄化センター

700ｍ3/日OD法大平浄化センター

東部下水処理場
標準活性汚泥法処理方式

18,700ｍ3/日水処理能力

27



下⽔処理場及び管渠の維持管理の⼀覧表は次のとおりです。

4-2. 下⽔道維持管理の現状

28

名称 供用開始 処理方式
施設能力
（㎥/日）

内容 契約（受注者） 履行期間
契約金額（税込）

千円

⻄部 H4 標準活性 83,700
包括的⺠間委託委託

（レベル2.5）
性能発注

３年（地元業者） 4期目（R5年2⽉〜R8年1⽉） 2,673,000

南部 S59 標準活性 31,400
伊王島 H15 OD 600
脇岬 H21 OD 900

高島 H12 OD 200
三重 S59 標準活性 11,000
神浦 H14 OD 600

琴海南部 H17 ⻑時間 2,400
大平 H22 OD 700

東部 H1 標準活性 18,700
包括的⺠間委託委託

（レベル2.5）
性能発注

３年（地元業者） 4期目（R5年2⽉〜R8年1⽉） 891,000

合計 150,200 6,001,380

内容 契約 契約期間 契約金額（税込）
千円

管渠の維持管理（点検・清掃）
仕様発注 １年（地元業者） 単年度（R7年4⽉〜R8年3⽉） 92,125

4期目（R5年2⽉〜R8年1⽉） 1,496,880

940,5004期目（R5年2⽉〜R8年1⽉）

（１）下水処理場（10か所）

⻑崎市公共下水道管路施設維持管理業務委託

業務名

（２）管渠

包括的⺠間委託委託
（レベル2.5）

性能発注
３年（地元業者）

包括的⺠間委託委託
（レベル2.5）

性能発注
３年（地元業者）



4-3. 下⽔道ストックマネジメント事業
令和6年度から令和10年度の5年間の第２期下⽔道ストックマネジメント計画の更新事業費

は約144億円で、予防保全で計画的な点検・調査及び修繕・更新⼯事に取り組んでいます。

29
出典：長崎市令和7年2月市議会 建設水道委員会 第27号議案 令和7年度長崎市下水道事業会計予算 P30
https://www.city.nagasaki.lg.jp/uploaded/attachment/39937.pdf



4-4. 下⽔道ストックマネジメント計画（管路）
令和6年度から令和10年度の5年間の更新事業費は、約144億円を予定しており、そのうち

管路は約17億円を想定しています。

30
出典：長崎市 下水道ストックマネジメント計画（第2期）令和7年1月改定 P5
https://www.city.nagasaki.lg.jp/uploaded/attachment/44508.pdf



4-5. 下⽔道ストックマネジメント計画（MP）

31

令和6年度から令和10年度の5年間の更新事業費は、約144億円を予定しており、そのうち
マンホールポンプは約6千万円を想定しています。

出典：長崎市 下水道ストックマネジメント計画（第2期）令和7年1月改定 P5
https://www.city.nagasaki.lg.jp/uploaded/attachment/44508.pdf



4-6. 下⽔道ストックマネジメント計画（処理場）
令和6年度から令和10年度の5年間の想定事業費は、約144億円を予定しています。

次の表は、そのうち４エリアの下⽔処理場・ポンプ場の包括的⺠間委託別の更新事業費です。
⻄部下⽔処理場は、市内の下⽔処理場で最も多い53億円の更新⼯事が予定されています。

32

単位︓百万円

出典：長崎市 下水道ストックマネジメント計画（第2期）令和7年1月改定 P6～10を基に作成
https://www.city.nagasaki.lg.jp/uploaded/attachment/44508.pdf

総計
合計ポンプ場下水処理場

浄化センター
包括別

機械電気土木
建築機械電気土木

建築機械電気土木
建築

5,3093284,91566-1,009333283,90633⻄部
1,090357608125-179-357429125南部他
1,060357590113-179-357411113南部

23-1112----1112伊王島
7-7-----7-高島

3,0991,0961,95647-115-1,0961,84147三重他
2,9861,0961,84347-115-1,0961,72847三重

4-4-----4-神浦
109-109-----109-琴海南部
3,7981,8921,84165-46-1,8921,79565東部
13,2963,6739,320303-1,349333,6737,971270合計



4-7. ウォーターPPP4要件と処理場、管路の⽐較

33

 

現状の下⽔処理場及び管路の維持管理とウォーターPPP4要件の比較表です。
下⽔処理場の維持管理においては、平成22年度からレベル2.5性能発注の期間を3年間とする

包括的⺠間委託を導入し、現在4期目です。10ヵ所ある下⽔処理場は、4期目から地区ごとに4つ
の包括的⺠間委託（三重他、⻄部、東部、南部他）を契約し、効率化を図っています。したがっ
て、4要件のうち、②性能発注の要件は満たしています。
管渠の維持管理は、包括的⺠間委託を導入しておらず、単年度の仕様発注で⾏っており、4要

件のうち⼀つも満たしていません。

管路 下⽔処理場 W-PPP（レベル3.5）4要件 

× 単年度 
△ ３年間  
H22年度〜3年間の包括委託（4期目）
5期目（R8.2月〜R11年1月の3年間の想定） 

①⻑期10年 

× 仕様発注 〇 性能発注 ②性能発注 

× 個別発注 △ レベル2.5の小規模修繕含む 
5期目の包括からレベル3の想定③管理・更新⼀体マネジメント 

× 未導入 × 未導入 ④プロフィットシェア 



34

下⽔処理場の維持管理は、平成22年度からレベル2.5の性能発注の包括的⺠間委託を実施し
現在4期目です。令和10年度からウォーターPPPのレベル3.5への段階的な導入を想定しています。

4-8. 下⽔処理場の包括委託とウォーターPPP

出典：長崎市令和7年2月市議会 建設水道委員会 第27号議案 令和7年度長崎市下水道事業会計予算 P66を基に作成
https://www.city.nagasaki.lg.jp/uploaded/attachment/39937.pdf

現第4期次期第5期

※注



4-9. 集落排⽔と下⽔道の統廃合

35

下⽔道との⼀体的運営により維持管理の効率化やコストの圧縮を図るため、集落排⽔処理施
設のうち統合による費用対効果が⾒込める施設については、下⽔道への接続を⾏います。

出典：長崎市令和7年6月市議会 建設水道委員会 所管事項調査 P30
https://www.city.nagasaki.lg.jp/uploaded/attachment/45788.pdf



4-10. し尿等を公共下⽔道に投入

36

⽼朽化した２箇所のし尿処理施設を機能停⽌して、⻄部下⽔処理場にし尿等受入施設を令
和7年度から令和9年度で建設し、令和10年度からの稼働を予定しています。

出典：長崎市令和7年2月市議会 建設水道委員会 第27号議案 令和7年度長崎市下水道事業会計予算 P34
https://www.city.nagasaki.lg.jp/uploaded/attachment/39937.pdf



4-11. し尿等を公共下⽔道に投入

37
出典：長崎市令和7年2月市議会 建設水道委員会 第27号議案 令和7年度長崎市下水道事業会計予算 P35
https://www.city.nagasaki.lg.jp/uploaded/attachment/39937.pdf

⽼朽化した２箇所のし尿処理施設を機能停⽌して、⻄部下⽔処理場にし尿等受入施設を令
和7年度から令和9年度で建設し、令和10年度からの稼働を予定しています。



5．上下⽔道事業マスタープラン2025
（令和7年3月策定）



5-1. ⻑崎市上下⽔道事業マスタープラン2025

39出典：長崎市上下水道事業マスタープラン2025 P86（88/149）
https://www.city.nagasaki.lg.jp/uploaded/attachment/39946.pdf

⻑崎市上下⽔道マスタープラン2025に記載しているウォーターPPPの導入検討は次のとおりです。



5-2. ⻑崎市上下⽔道事業マスタープラン2025

40
出典：長崎市上下水道事業マスタープラン2025 概要版 P20
https://www.city.nagasaki.lg.jp/uploaded/life/51954_458399_misc.pdf

⻑崎市上下⽔道マスタープラン2025では、下⽔道会計は令和13年度から⾚字にある⾒込みです。



5-3. ⻑崎市上下⽔道事業マスタープラン2025

41
出典：長崎市上下水道事業マスタープラン2025 P124（126/189）
https://www.city.nagasaki.lg.jp/uploaded/life/51954_458411_misc.pdf

令和7年度から令和16年度の10年間のストックマネジメント計画に基づく更新事業費は363億
円を⾒込んであり、更新事業費が増加する予定です。



5-4. ⻑崎市上下⽔道事業マスタープラン2025

42
出典：長崎市上下水道事業マスタープラン2025 P130
https://www.city.nagasaki.lg.jp/uploaded/attachment/39946.pdf

下⽔道事業の収⽀計画では、令和13年度から⾚字が発⽣するため、この解消に向けて、より効
率的な事業運営を目的としてウォーターPPPの推進を検討します。



6．現時点のウォーターPPP導入の考え方
（想定）



6-1. ⻑崎市の課題とウォーターPPP導入の期待効果

⻑崎市の
下⽔道事業

が抱える
主な課題

• 下⽔道施設（処理場・管路施設）の⽼朽化に伴い、計画的な
更新⼯事をしていく必要があり、多額の更新費用がかかる⾒込み。

• 今後の流入⽔量の減少を⾒据え、処理⽔量に応じた規模の適正
化や処理方法の⾒直しを進める必要。

• 省エネルギー、創エネルギーを視野に入れた設備の更新⼯事等を
⾏っていく必要。

• 今後、多くの職員の退職が⾒込まれる中で、将来にわたって持続
可能な組織基盤を維持する必要。

ウォーター
PPP導入

による
期待効果

• 維持管理・更新計画の策定･更新⼯事を⼀体的に⾏うことで⼀
体事業による効率化や事業費の低減。

• 性能発注による維持管理・運転管理や下⽔道施設の更新⼯事
の⾼度化・効率化。

• ⺠間事業者の創意⼯夫・ノウハウを⽣かした維持管理費の低減や
施設の適正化・DX・脱炭素の推進や新技術導入を推進。

• 職員の体制補完、及び技術継承の取組を推進。

下⽔道事業が抱える主な課題と、ウォーターPPP導入により期待する効果は次のとおりです。

44



6-2. 対象施設・業務範囲設定の考え方
導入検討に際し、対象施設・業務範囲の考え方のポイントは次のとおりです。

45
出典：下水道分野におけるウォーターPPPガイドライン第2.0版【基礎編】(パワーポイント版) P10
https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/content/001883969.pdf
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令和6年度の国⼟交通省モデル都市の事前検討の結果概要について、令和7年6月市議会
建設⽔道委員会で報告しました。

6-3. R6国⼟交通省モデル都市の事前検討結果概要

出典：長崎市令和7年6月市議会 建設水道委員会 所管事項調査 P32
https://www.city.nagasaki.lg.jp/uploaded/attachment/45788.pdf



6-4. R6国⼟交通省モデル都市の事前検討結果
令和6年度の国⼟交通省モデル都市の事前検討の結果、⻄部下⽔処理場もしくは南部下⽔

処理場を含む更新実施型もしくは更新⽀援型とすることが望ましい結果となりました。

47
出典：長崎市下水道ウォーターPPP導入に向けた取り組みについて 令和6年度国土交通省のモデル都市事前検討の結果概要 P1
https://www.city.nagasaki.lg.jp/uploaded/life/61405_497357_misc.pdf
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（1）調査目的
• 民間事業者の関心や参入条件、案件形成に資するために追加検討が必要な項
目等を検討・把握することを目的に、プレサウンディング調査を実施。
（2）調査概要
• 本市の公共下水道事業に係る
地元企業及び大手企業を計39

社に対してアンケート調査を実
施。（回収率100%）

• 地元企業向けの説明会を長崎
市が実施。

民間事業者等への意向調査

（3）主要な調査項目・調査結果

調査結果の概要質問項目

• 地元企業及び大手企業問わず高い関心有参画意欲

• 地元企業、大手企業ともに、一つの処理区または複数の処理区
を対象が望ましいとする回答が多数

• 施設と管路を対象とした事業実施は困難であるため、施設のみ
事業実施を希望する事業者が多く存在

対象業務・処理区

• 集落排水事業とのバンドリングは、隣接する下水処理場との一体
管理を行うことにより効率的な維持管理が可能

バンドリング

• 民間事業者の雇用の安定及び民間ノウハウの活用が可能事業期間（10年）

• 管路は、市内全域を単年度の仕様発注で維持管理しており、性
能発注とすることは困難である意見が多数

性能発注の導入

• 管理・更新の一体マネジメントについて事業成立の可能性を確認
• 更新実施型とする場合、事業の最適化が見込まれることを確認

管理・更新の
一体マネジメント

• プロフィットの源泉に応じた柔軟なシェア率の設定が必要プロフィットシェアの
導入

• 地元企業の参画・連携は必要との回答が複数寄せられた
• 競争性確保の観点や公募時の要件（SPC設立等）の工夫が必要

地元企業の参画

検討結果のまとめ

内容項目

WP3(レベル3.5)更新実施型(処理場)もしくは更新支援型(処理場)

※処理場・管路一体での事業は困難な可能性が高く、管路は対象外の想定
事業手法

10年間（令和10年度～令和19年度）
※処理場の包括委託の期間を踏まえ、令和10年度より事業開始の想定

事業期間

公共下水道事業、公共下水道事業＋集落排水事業対象事業

一つの処理区または複数の処理区を対象とする
事業規模の大きい、西部下水処理場または南部下水処理場を包含

対象エリア

維持管理（運転管理、保守点検、水質試験、ユーティリティ調達、修繕等）、
更新計画案作成、詳細設計、更新･改築工事

施設
対象
業務

処理区の検討及び集落排水事業とのバンドリングの検討が必要留意事項

令和10年度令和9年度令和8年度令和7年度

下上下上下上下上

導入可能性調査

ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞﾘー 業務

実施方針の公表

入札・公募

事業者選定

事業契約締結

事業開始

（2）導入に向けて整理が必要な事項

効果分析

（3）導入に向けた想定ロードマップ

• 全体オペレーションと設備投資の最適化に期待
更新と維持管理
の一体化

• 設備投資や設備の更新を行うことで、より監視体制の一元化が可能
となり、維持管理の効率化に期待

集落排水事業と
のバンドリング

• 事業期間内の更新計画の柔軟な変更が可能
• 長期間において得られるノウハウを運営管理に反映可能

長期契約

検討① 検討② 検討③ 検討④

検討① 検討② 検討③ 検討④

検討① 検討② 検討③ 検討④

長崎県長崎市 ウォーターPPP等の案件形成に向けた方策検討 (2/2)

【事業分野：公共下水道、農業集落排水、漁業集落排水】 【対象施設：処理場・ポンプ場・MP・管路】

W-PPP
更新支援型

W-PPP
更新実施型

ｺﾝｾｯｼｮﾝ

ﾊﾞﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ 広域化

検討内容の概要主な検討項目

• 市の執行体制の確保及び民間事業者の意向から整理処理区の選定

• 処理区の選定に関連し、集落排水事業を対象とするかを整理集落排水事業との
バンドリング

• 要求水準書（案）作成を見据えた、対象業務の具体化
• 具体化した対象業務の実現可能性をサウンディングで確認

• 地元企業参画と競争性確保の両面を考慮した条件整理及び
WP3の理解促進に向けた取組

• 長期契約にてリスクが高まる物価変動、不可抗力等に関する官
民リスク分担の検討

• プロフィットシェアの反映方法（適切な水準を含む）の検討

WP3の特性を
踏まえた

事業条件の検討

企業数
アンケート調査対象
企業の分類 うち地元

企業
うち受託
実績有

ｱﾝｹｰﾄ
送付数

11社17社17社コンサルタント

2社6社7社処理場（機電）/更新工事

6社6社8社処理場/運転・維持管理

6社6社7社管路/維持管理

令和6年度の国⼟交通省モデル都市の事前検討の結果、⻄部下⽔処理場もしくは南部下⽔処
理場を含む更新実施型もしくは更新⽀援型とすることが望ましい結果となりました。

6-5. R6国⼟交通省モデル都市の事前検討結果

出典：長崎市下水道ウォーターPPP導入に向けた取り組みについて 令和6年度国土交通省のモデル都市事前検討の結果概要 P2
https://www.city.nagasaki.lg.jp/uploaded/life/61405_497357_misc.pdf



対象エリア

6-6. R6事前検討結果を踏まえた想定スキーム(案)
令和6年度の国⼟交通省モデル都市の事前検討の結果、ウォーターPPPの対象範囲は、平成

22年度からレベル2.5の性能発注の包括的⺠間委託を導入し、現在4期目の下⽔処理場を基本
とし、事業規模が⼤きい⻄部処理区もしくは南部処理区他を対象とする結果となりました。
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※１ 令和6年度の事前検討結果より施設と管路の⼀体事業の実施は困難である結果となった
※２ ⻄部処理区には中部処理区の管路を含む

南部処理区他⻄部処理区

三重他

⻄部 東部

南部他

︓下⽔処理場 ︓処理区境
︓WPPP対象範囲

更新実施型/⽀援型 更新実施型/⽀援型

三重他
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南部他
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作
成

更
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事

対象業務

バンドリング ー 集落排⽔

SM計画(R6~10)
事業費（百万円） 5,309 1,147※２ 1,090 461

︓下⽔処理場 ︓処理区境
︓WPPP対象範囲



6-7. R6事前検討結果を踏まえた想定スキーム(案)
令和6年度の国⼟交通省モデル都市の事前検討や⺠間事業者との対話の結果等を総合的に

判断し、事業規模が⼤きい⻄部下⽔処理場または南部下⽔処理場を対象を想定しています。
包括委託別の主要な標準活性汚泥法の4処理場の概要は次のとおりです。
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東部三重南部⻄部処理場別
田中町279番地46京泊2丁目8番50号⼾町5丁目985番地神ノ島町1丁目367

番地11所在地

平成元年昭和59年昭和59年平成4年供用開始
37,00037,40043,20092,100敷地⾯積（㎡）
33,55014,94062,450181,630全体計画

計画⼈⼝
（⼈） 40,77018,39077,650221,060事業計画

42,04320,34176,799155,168現況
11,5906,09523,84070,350全体計画⽇最⼤計画

汚⽔量（ｍ
3/⽇） 14,0607,28529,35084,850事業計画

4系2系4系9系
全体計画

⽔処理系列
数 事業計画

現況
14,0007,30027,00070,800全体計画⽔処理能⼒

（ｍ3/⽇） 18,70011,00031,40083,700現況

10,3096,26025,47573,103R6 1⽇平均流入量
（ｍ3/⽇）



6-8. R6事前検討結果を踏まえた想定スキーム(案)
令和6年度の国⼟交通省モデル都市の事前検討や⺠間事業者との対話の結果等を総合的に

判断し、事業規模が⼤きい⻄部下⽔処理場または南部下⽔処理場を対象を想定しています。

51

東部三重他南部他⻄部包括委託別

3,7983,0991,0905,309下⽔処理場
ポンプ場

SM計画
R6~10
事業費

(百万円) 331464611,147管路

18,70014,70033,10083,700⽔処理能⼒(㎥/⽇)
（4包括別）

太田尾⼤江・形上・⼤子、
琴海中部、小⼝

南風泊、樺島、野⺟、
⾼浜本村・⿊浜・以

下宿、野野串
－隣接する

集落排⽔施設

⻄部・南部と比較して
⽔処理能⼒は低い

⻄部・南部と比較して
⽔処理能⼒は低い

施設規模が⼤きいほ
うが⺠間事業者ノノウ
ハウを発揮しやすい

施設規模が⼤きいほ
うが⺠間事業者ノノウ
ハウを発揮しやすい

プレマーケット
サウンディン
グの結果

処理区
の特性

集落排⽔施設との統
合時期が未定であり
WPPP期間中に事業
環境が変化する可能

性が⾼い

集落排⽔施設との統
合時期が未定であり
WPPP期間中に事業
環境が変化する可能

性が⾼い

集落排⽔施設との統
合時期が未定であり
WPPP期間中に事業
環境が変化する可能

性が⾼い

集落排⽔施設との統
合は予定されておらず、
WPPP期間中の事業
環境の変化は想定さ

れない

導入制約
（集落排⽔施
設との統合)

事業規模は、４処理
区の中で２番目に⼤
きく体制補完効果は

⼀定程度存在

事業規模は、４処理
区の中で3番目に⼤
きく体制補完効果は

⼀定程度存在

事業規模は、⻄部処
理区と比較して小さい

事業規模が4処理区
の中で最も⼤きく職員
の体制補完効果が⼤

きい

職員体制
補完



6-9. 想定スキーム(案)
令和6年度の国⼟交通省モデル都市の事前検討や⺠間事業者との対話の結果等を総合的に

判断し、事業規模が⼤きく効果が⾒込める⻄部下⽔処理場または南部下⽔処理場を想定してい
ます。

52

1. 下⽔処理場は、平成22年度から複数年の性能発注のレベル2.5包括委託を実施中で現在4
期目である。管渠は市内全域を単年度の仕様発注としていること、R6事前検討業務で実施し
たプレマーケットサウンディングでは処理場・管渠⼀体での事業実施は困難である回答が多数を
占めており、処理場のみを対象として想定する。

2. 複数の処理区（⻄部下⽔処理場及び南部下⽔処理場）を対象とする場合、ウォーターPPP
の導入効果は⼤きくなると想定されるが、事務処理は煩雑となり、技術の継承も⼤きな課題と
なる。R6事前検討業務では⼀つの処理区と回答した⺠間企業が⼀番多かったことから、⼀つ
の処理区を対象スキームとして想定する。

3. 対象事業として、公共下⽔道+集落排⽔も考えられ、効率化が期待できる。しかし、集落排
⽔施設を公共下⽔道へ統合した方が有利な箇所についてはR7年度から順次統合しており、
ウォーターPPPの10年間の期間内（R10〜R19の10年間を想定）に流入量が変動すること
から、第１期ウォーターPPPは集落排⽔施設は対象施設から除外し、確実に実施できる下⽔
道事業のみを対象を想定する。



6-10. 想定スキーム(案)

53

5. 第2期SM計画（R6〜R10年度）では、下⽔処理場で約130億円の更新⼯事を⾏う予定
であり、マスタープラン2025のR7〜R16年度の10年間で約363億円の更新⼯事を⾒込んで
おり、現状の職員体制で実施することが困難な状況である。さらに、⺠間企業とのヒアリングの
結果、更新実施型の方が⺠間企業の創意⼯夫やプロフィットシェアが発現しやすいという意⾒
も得たことを踏まえ、更新実施型または更新⽀援型を想定する。

6. 管渠の維持管理は、これまで市内全域を対象として単年度の仕様発注で維持管理を実施し
てきた。プレマーケットサウンディングやヒアリング結果を踏まえ、処理場・管渠⼀体での事業実
施は困難である回答が多数であったため、１期目のウォーターPPPの対象施設から除外するが、
管渠の維持管理の⾼度化に向け検討が必要である。

7. 4つのエリアの下⽔処理場の包括的⺠間委託のうち、1つの下⽔処理場がウォーターPPPの対
象となった場合、残りの３つのエリアは引き続き包括的⺠間委託となる。1つの下⽔処理場の
ウォーターPPPのモニタリングによる技術⼒の保持と残りの3つの包括的⺠間委託の更新⼯事
は職員が設計・監督することによる職員の技術継承、地元企業の受注機会の確保が両⽴で
きる。

令和6年度の国⼟交通省モデル都市の事前検討や⺠間事業者との対話の結果等を総合的に
判断し、事業規模が⼤きい⻄部下⽔処理場または南部下⽔処理場を想定しています。



6-11. 想定スキーム(案)
これまで検討を⾏った結果、事業規模が⼤きい⻄部下⽔処理場または南部下⽔処理場を対象

とすることを想定しています。

54

※1 令和6年度の事前検討結果より、施設と管渠の⼀体事業の実施は困難である想定であるが、
⻄部処理区及び南部処理区における適用について確認

対象エリア

南部処理区他⻄部処理区

三重他

⻄部 東部

南部他

︓下⽔処理場 ︓処理区境
︓WPPP対象範囲

更新実施型/⽀援型 更新実施型/⽀援型

三重他

⻄部 東部

南部他
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成
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対象業務

SM計画(R6~10)
事業費（百万円） 5,309 1,147 1,090 461

︓下⽔処理場 ︓処理区境
︓WPPP対象範囲



6-12. 想定する⻄部下⽔処理場の概要

55
出典：長崎市上下水道局HP 西部下水処理場パンフレット P1
https://www.city.nagasaki.lg.jp/uploaded/attachment/45066.pdf

ウォーターPPPの対象施設として想定している⻄部下⽔処理場のパンフレットは次のとおりです。



6-13. 想定する⻄部下⽔処理場の概要

56
出典：長崎市上下水道局HP 西部下水処理場パンフレット P2
https://www.city.nagasaki.lg.jp/uploaded/attachment/45066.pdf

ウォーターPPPの対象施設として想定している⻄部下⽔処理場のパンフレットは次のとおりです。



6-14. 想定する⻄部下⽔処理場関連施設の概要

57

ポンプ排⽔面積
(ha)

敷地面積
(a)

運転開始
年 月位 置ポンプ場名

台数(台)能⼒(m3/
分)⼝径(mm)

2(1)2.55150
60.415.00S44. 8横尾1丁目

14番4号⻄ 部 滑 ⽯
2(1)2.40250

1(1)3.68200
157.506.30H17. 4小江町

2179番1⻄ 部 小 江
1(1)3.74200

注） 1.台数の（）は、外書きで予備台数
2.ポンプの上段は事業計画、下段は現有

汚⽔中継ポンプ場

出典：令和5年度版 長崎市上下水道事業概要 P133（138/210）を基に作成
https://www.city.nagasaki.lg.jp/uploaded/attachment/4965.pdf

ウォーターPPPの対象施設として想定している⻄部下⽔処理場の包括的⺠間委託には、2箇所
の汚⽔中継ポンプ場を含んでいます。



6-15. 想定する⻄部下⽔処理場関連施設の概要

58

雨⽔排⽔ポンプ場
雨⽔
放流
先

ポンプ排⽔面積
(ha)

敷地面積
(a)

運転開始
年 月位 置ポンプ場名 台数(台)能⼒(m3/

分)⼝径(mm) 現有計画

⻑崎
湾

021271000
13.915.3H4. 6新地町

6番55号中 部 新 地
2226500

浦上
川11275.5140016.63.1S34.5茂⾥町

3番9号
中 部 茂 ⾥

町 第 1

浦上
川

11346.21650

44.964.0H10. 4茂⾥町
14番1号

中部茂⾥町
第２ 222311350

22115.21000

出典：令和5年度版 長崎市上下水道事業概要 P134（139/210）を基に作成
https://www.city.nagasaki.lg.jp/uploaded/attachment/4965.pdf

ウォーターPPPの対象施設として想定している⻄部下⽔処理場の包括的⺠間委託には、3箇所
の雨⽔排⽔ポンプ場を含んでいます。



6-16. 想定する⻄部下⽔処理場関連施設の概要

59

流量調整池

摘要能⼒敷地面積
(a)

運転開始
年 月位 置処理施設名

北部下⽔処理場廃⽌後
（H15.11.30）再利用

揚⽔ポンプ2台
滞留時間約4.3時間51H15.11⻄彼杵郡⻑与町⾼

田郷77番地2
⻄ 部 道 ノ 尾 流 量

調 整 池

⻑崎市クリーンセンター廃⽌
後（H28.3.31）再利用揚⽔ポンプ2台58R5.4茂⾥町

2番34号
中部茂⾥町流量調

整池

出典：令和5年度版 長崎市上下水道事業概要 P134（139/210）を基に作成
https://www.city.nagasaki.lg.jp/uploaded/attachment/4965.pdf

ウォーターPPPの対象施設として想定している⻄部下⽔処理場の包括的⺠間委託には、2箇所
の流量調整池を含んでいます。



6-17. 想定する南部下⽔処理場の概要
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出典：長崎市上下水道局HP 南部下水処理場パンフレット P1
https://www.city.nagasaki.lg.jp/uploaded/attachment/45063.pdf

ウォーターPPPの対象施設として想定している南部下⽔処理場のパンフレットは次のとおりです。



6-18. 想定する南部下⽔処理場の概要
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出典：長崎市上下水道局HP 南部下水処理場パンフレット P2
https://www.city.nagasaki.lg.jp/uploaded/attachment/45063.pdf

ウォーターPPPの対象施設として想定している南部下⽔処理場のパンフレットは次のとおりです。



6-19. 想定する南部下⽔処理場関連施設の概要

62

出典︓令和5年度版 ⻑崎市上下⽔道事業概要

注） 1.台数の（）は、外書きで予備台数
2.ポンプの上段は事業計画、下段は現有

汚⽔中継ポンプ場
ポンプ排⽔面積

(ha)
敷地面積

(a)
運転開始
年 月位 置ポンプ場名 台数(台)能⼒(m3/分)⼝径(mm)

－－－－3.60S37.11出島町南 部 出 島
－－－

2(1)3.54200314.154.80H 9. 3末⽯町
370番地36南 部 第 ⼀ 2(1)5.64200

1(1)2.8320074.977.20H17. 4茂木町
76番1南 部 茂 木 1(1)3.04200

2(1)10.18300259.656.10H17. 4新地町
6番54南 部 新 地 2(1)10.10300

1(1)1.77150113.403.25S55. 7香焼町
444番地54南 部 深 浦 1(1)3.05150

1(1)2.83150185.7015.00H17. 4布巻町
143番地1南 部 栄 上 1(1)3.30150

1(1)1.7715034.941.83S56. 8香焼町
1633番地4南 部 安 保 2(1)1.60150

1(1)0.648012.531.08S56.12香焼町
1531番地5南部尾ノ上 2(1)0.50100

1(1)0.64809.791.30S57. 2香焼町
1268番地4南 部 ⾥ 2(1)0.4580

1(1)0.468010.032.00S57. 6香焼町
2997番地1南部⾠ノ⼝

1(1)0.17100
1(1)0.468013.243.51S57. 6香焼町

2432番地5南部海⽼瀬 1(1)0.30100
1(1)0.46803.830.80S58. 3香焼町

2697番地南部栗ノ浦 1(1)0.1080
出典：令和5年度版 長崎市上下水道事業概要 P133（138/210）を基に作成
https://www.city.nagasaki.lg.jp/uploaded/attachment/4965.pdf

ウォーターPPPの対象施設として想定している南部下⽔処理場の包括的⺠間委託には、11箇所
の汚⽔中継ポンプ場を含んでいます。



6-20. 想定する下⽔処理場関連施設の概要

63

ウォーターPPPでは、下⽔処理場に関係するマンホールポンプに関しても対象施設とする想定です。
箇所数エリア

51⻄部
57南部他
14南部
2香焼
26三和
5伊王島
9脇岬
1光⻄浜

48三重他
7三重
13⿊崎
5神浦
21琴海南部
2⼤平

19東部
175合計

出典：令和5年度版 長崎市上下水道事業概要 P135（140/210）～138（143/210）を基に作成
https://www.city.nagasaki.lg.jp/uploaded/attachment/4965.pdf



6-21. ICT（統合監視システム）導入の概要

64

下⽔処理場は、平成22年度から包括的⺠間委託（レベル2.5）を導入し、
3箇所の下⽔処理場の夜間監視は、⻄部下⽔処理場１箇所で遠方監視しています。

縮減額 約1.4億円/年間



インターネット環境があれば、
３箇所の下水処理場・ポンプ場の運転をどこでも監視できる

6-22. ICT（統合監視システム）トップ画面

65

ICT（統合監視システム）のトップ画⾯です。⻄部下⽔処理場で、3箇所の下⽔処理場の運
転を監視することができます。



6-23. ICT（統合監視システム）汚⽔処理施設
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南部下⽔処理場の監視画⾯です。



警報ランクを5段階で表示

6-24. ICT（統合監視システム）警報履歴

67

警報履歴の画⾯です。警報の発⽣と復帰の内容を確認できます。



故障
発生

西部下水
処理場の
担当員

重い

軽い

対応故障レベル

夜間のいかなる発生時にもすぐに連
絡最重故障L5

深夜2時〜5時の発生は5時に連絡重故障L4

深夜故障発生は6時に連絡中故障L3

夜間の処理は必要なし。8時45分に
連絡軽故障L2

連絡する必要なし軽微故障L1
電話
連絡

南部、三重、東部
の各下水処理場

故障レベルに応じて電話連絡

故障の内容とレ
ベルを確認

南部、三重、東部
の各下水処理場の
維持管理業者へ

6-25. ICT（統合監視システム）夜間の連絡

68

緊急時の連絡体制は次のとおりです。故障の内容とレベルを⻄部下⽔処理場で確認し、その
故障レベルに応じて連絡体制をとっています。



6-26. 雨⽔排除施設の発注方式の考え方

69

雨⽔排⽔ポンプ場を対象とする場合は、仕様発注を想定しています。

出典：下水道分野における ウォーターPPPガイドライン 第1.3版(P95)
https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/content/001869100.pdf



6-27. 地元企業の参画の考え方
地元企業の参画の考え方は次のとおりです。

70
出典：下水道分野におけるウォーターPPPガイドライン第2.0版【実施編】(パワーポイント版) P66
https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/content/001883970.pdf



6-28. レベル3.5の受託者
レベル3.5の受託者の関係は次のとおりです。

71
出典：下水道分野におけるウォーターPPPガイドライン第2.0版【実施編】(パワーポイント版) P41
https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/content/001883970.pdf



6-29. 技術継承の考え方
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出典：下水道分野におけるウォーターPPPガイドライン第2.0版【実施編】(パワーポイント版) P76
https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/content/001883970.pdf

中⻑期の事業期間を⾒据えた技術継承の考え方は次のとおりです。



7．今後のウォーターPPPスケジュールについて
（想定）



7-1. 今後のウォーターPPPスケジュール（想定）
現時点の想定スケジュールは次のとおりです。次期5期目の下⽔処理場包括的⺠間委託の期間

は、令和8年2月から令和11年1月の3年間を想定しています。具体的なスケジュールは今後の検討
により変更となる場合がありますのでご了承ください。

74

令和10年度以降令和９年度令和８年度令和７年度令和６年度
事前検討

（国のモデル

都市）

導入可能性
調査

入札・公募
準備

入札
・

公募

契約
・

引継

事業実施・
モニタリング

▲ウォーターPPPは
令和11年2月から
10年間を想定

令和11年度以降令和10年度令和９年度令和８年度令和７年度令和６年度
事前検討

（国のモデル

都市）

導入可能性
調査

入札・公募
準備

入札
・

公募

契約
・

引継

事業実施・
モニタリング

出典：長崎市令和7年2月市議会 建設水道委員会 第27号議案 令和7年度長崎市下水道事業会計予算 P65を基に作成
https://www.city.nagasaki.lg.jp/uploaded/attachment/39937.pdf

◆R6年度 事前検討時点

◆R7年度 導入可能性調査の⺠間市場調査（マーケットサウンディング）時点



8. 参考（ホームページ等）



8-1. ⻑崎市ウォーターPPP関連ホームページ
⻑崎市HPに公表されている下⽔道ウォーターPPP関連資料は、下記（URLリンク）から取得で

きますので、必要に応じて確認してください。
• ⻑崎市下⽔道ウォーターPPP導入に向けた取り組みについて
https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/59123.html
• ⻑崎市上下⽔道事業マスタープラン2025
https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/51954.html
• 令和5年度版 ⻑崎市上下⽔道事業概要
https://www.city.nagasaki.lg.jp/shimin/150000/157000/p007106.html
• ⻑崎市下⽔道ストックマネジメント計画（第2期、令和6〜10年度）
https://www.city.nagasaki.lg.jp/uploaded/attachment/44508.pdf
• ⻑崎市公共下⽔道事業計画（最新）
https://www.city.nagasaki.lg.jp/uploaded/attachment/44507.pdf
・ ⻑崎市⽔道事業及び下⽔道事業の経営状況（経営に関する指標）
https://www.city.nagasaki.lg.jp/shimin/150000/157000/p007107.html
• 社会資本整備総合交付⾦、防災・安全交付⾦（令和7年度から令和11年度（5年間））
https://www.city.nagasaki.lg.jp/shimin/150000/157000/p031584.html
• ⻑崎市下⽔道パンフレット
https://www.city.nagasaki.lg.jp/uploaded/attachment/45215.pdf
・ ⻑崎市下⽔処理場パンフレット
https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/2278.html
・ ⻑崎県汚⽔処理広域化・共同化計画（⻑崎県HP）
https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/kurashi-kankyo/mizukankyo/osuishori/osuishorizenpan/589810.html 76



8-2. 国のウォーターPPP関連ホームページ
下⽔道ウォーターPPP関連資料は、下記（URLリンク）から取得できますので、必要に応じて

確認してください。
• 官⺠連携（ＰＰＰ／ＰＦＩ）の活⽤（国⼟交通省）
https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/mizukokudo_sewerage_tk_000585.html

• ウォーターPPPの概要（内閣府）
https://www8.cao.go.jp/pfi/actionplan/pdf/water_gaiyou.pdf

• 下⽔道分野におけるウォーターPPPガイドライン第2.0版（国⼟交通省）
https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/mizukokudo_sewerage_tk_000895.html

• 下⽔道分野におけるウォーターPPP（主に管理・更新⼀体マネジメント方式）に関するQ&A
https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/content/001739997.pdf

• ⽔分野のPPP／PFI（官⺠連携）推進会議（官⺠連携推進会議）
https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/watersupply/mizukokudo_watersupply_tk_000001_00065.
html

• PPP/PFI推進アクションプラン（内閣府）
https://www8.cao.go.jp/pfi/actionplan/action_index_r7.html

77



8-3. 下⽔道分野のPPP/PFI実施状況
令和6年4月時点の全国の下⽔道分野のPPP/PFI（官⺠連携）実施状況は次のとおりです。

78
出典：令和7年度第1回 水分野のPPP/PFI（官民連携）推進会議（R7.6.27）資料１ P1
https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/watersupply/content/001899378.pdf



8-4. ウォーターPPPの実施状況
令和7年6月時点の全国のウォーターPPPの実施状況は次のとおりです。

79
出典：令和7年度第1回 水分野のPPP/PFI（官民連携）推進会議（R7.6.27）資料１ P2
https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/watersupply/content/001899378.pdf



出典：国土交通省 令和６年度 全国下水道主管課長会議（R6.4.23）管理企画指導室 P72
https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/content/001741720.pdf

8-5. 全国の下⽔処理場の包括的⺠間委託

80



8-6. ウォーターPPPガイドライン第2.0版の概要

81
出典：令和7年度第1回 水分野のPPP/PFI（官民連携）推進会議（R7.6.27）資料１ P15
https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/watersupply/content/001899378.pdf

ウォーターPPPガイドライン（第2.0版）に記載されているウォーターPPPのコンセプトは次のとおりです。



8-7. 導入検討と受託者
レベル3.5の受託者と導入可能性調査（FS）等の受託者との関係は次のとおりです。

82
出典：下水道分野におけるウォーターPPPガイドライン第2.0版【実施編】(パワーポイント版) P46
https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/content/001883970.pdf



8-8. 効果の適切な評価

83
出典：下水道分野におけるウォーターPPPガイドライン第2.0版【実施編】(パワーポイント版) P93
https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/content/001883970.pdf

レベル3.5の効果の適切な評価は次のとおりです。



8-9. 上下⽔道事業でのPPA等の導入事例

84

上下⽔道事業でのPPA等の導入事例は次のとおりです。

出典：上下水道事業におけるPPA等事例集（環境省 2025年2月25日)資料に一部追記 P1
https://www.env.go.jp/content/000328202.pdf
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コンセッション事業（レベル4）と連携した太陽光発電の導入事例は次のとおりです。

出典：上下水道事業におけるPPA等事例集（環境省 2025年2月25日)資料に一部追記 P15
https://www.env.go.jp/content/000328202.pdf

8-10. 上下⽔道事業でのPPA等の導入事例



出典：長崎県汚水処理広域化・共同化計画 令和4年12月 P22
https://www.pref.nagasaki.jp/shared/uploads/2022/12/1671528056.pdf

8-11. ⻑崎県汚⽔処理広域化・共同化計画
⻑崎県が令和4年12月に策定した「⻑崎県汚⽔処理広域化・共同化計画」には、管路包括委
託の共同化の共同検討が記載されています。
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統合接続先接続元時期
完了⻄部下水処理場→北部下水処理場H15

完了⻄部下水処理場→⻄部小江原下水処理場H17

完了南部下水処理場→香焼下水処理場（市町合併）H19

完了⻄部下水処理場→中部下水処理場R5

R9完了予定⻄部下水処理場→し尿処理場未定
R7〜⼯事隣接する下水処理場→集落排水施設（統合）未定

これまで下⽔道施設を統合することで、維持管理費を低減し、効率化を図っています。

8-12. これまでの下⽔道施設統合整備事業の実績

87



88

⻑崎市上下⽔道事業運営審議会でウォーターPPPに対する市の方針を回答しました。

出典：長崎市令和7年9月市議会 建設水道委員会 所管事項調査 P11
https://www.city.nagasaki.lg.jp/uploaded/attachment/49750.pdf

8-13. ウォーターPPPに対する市の方針



9. 参考（用語集）
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9-1. ⽤語集（参考）

• 維持管理と更新の⼀体マネジメント（レベル3.5）
維持管理と更新を⼀体的に最適化するための事業方式であり、維持管理と更新を
⼀体的に実施する「更新実施型」と、更新計画案の策定やコンストラクションマネジメ
ント（CM）により地方公共団体の更新を⽀援する「更新⽀援型」の２方式がある。
また、この管理・更新⼀体マネジメント方式を、ウォーターPPP（レベル3.5）と呼ぶ

• コンストラクションマネジメント（CM）
発注者の補助者・代⾏者であるコンストラクション・マネジャー（CMr）が、技術的な
中⽴性を保ちつつ発注者の側に⽴って、設計の検討や⼯事発注方式の検討、⼯程
管理、コスト管理などの各種マネジメント業務の全部⼜は⼀部を⾏うもの

• コンセッション（レベル4）
管理者（市）は運営権者（事業者）に運営権を設定。運営権により、運営権者
（事業者）は原則として利用者（市⺠）から収受する下⽔道利用料⾦により事業
を運営する方式

出典：下水道事業における公共施設等運営事業の実施に関するガイドライン（R4.3改正版） Pvi～ixを基に作成
https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/content/001488219.pdf

下水道における新たなPPP/PFI事業の促進に向けた検討会
https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/watersupply/mizukokudo_watersupply_tk_000001_00055.html
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9-2. ⽤語集（参考）

• 性能発注
発注者が求めるサービス⽔準を明らかにし、事業者が満たすべき⽔準の詳細を規定し
た発注のこと。PFI事業については、仕様発注方式よりも性能発注方式の方がPFI法
の主旨である「⺠間の創意⼯夫の発揮」が実現しやすくなる⼀方で、仕様発注（方
式）は、発注者が施設の構造、資材、施⼯方法等について、詳細な仕様を決め、設
計書等によって⺠間事業者に発注する方式

• ストックマネジメント
⻑期的な視点で下⽔道施設全体の今後の⽼朽化の進展状況を考慮し、優先順位
付けを⾏ったうえで、施設の点検・調査、修繕・改善を実施し、施設全体を対象とした
施設管理を最適化すること

• 統括・マネジメント業務
適正な事業運営を目的として、維持管理・計画・改築更新等の多岐にわたる業務を
統括的に管理すること。これまで発注者側の役割であったものを、事業者側が実施す
るため、ウォーターPPP業務に含む場合は適切な積算により事業費に反映する

出典：下水道事業における公共施設等運営事業の実施に関するガイドライン（R4.3改正版） Pvi～ixを基に作成
https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/content/001488219.pdf

下水道における新たなPPP/PFI事業の促進に向けた検討会
https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/watersupply/mizukokudo_watersupply_tk_000001_00055.html
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9-3. ⽤語集（参考）

• プロフィットシェア
契約時に⾒積もった⼯事費や契約時に⾒積もった維持管理費が企業努⼒や新技術
導入等で縮減した場合において、縮減分を官⺠でシェアする仕組み

• プロポーザル方式
プロポーザル方式においては、事業者選定の段階において業務内容に応じて具体的
な取り組み方法の提示を求めるテーマを示し、評価テーマに関する技術提案と当該業
務の実施方針の提出を求め、技術的に最適な者を特定する方式

• マーケットサウンディング（MS・⺠間市場調査）
事業に対して、⺠間事業者の関⼼度合い（参入意欲）、参入条件等の意向のほ
か、事業スキームや必要な検討事項、開示情報等について検討・把握することを目的
に実施する調査のこと

出典：下水道事業における公共施設等運営事業の実施に関するガイドライン（R4.3改正版） Pvi～ixを基に作成
https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/content/001488219.pdf

下水道における新たなPPP/PFI事業の促進に向けた検討会
https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/watersupply/mizukokudo_watersupply_tk_000001_00055.html


